
国民健康保険	高額療養費の	
手続きが変わります
～大和郡山市	国民健康保険からのお知らせ～

　1ヵ月の医療費の合計が、一定の金額(自
己負担限度額)を超えたときは、高額療養費
が支払われますが、平成27	年８月診療分よ
り、新たに、国民健康保険の高額療養費の支
給対象者全員に市役所より｢お知らせ｣をお届けします。
　｢お知らせ｣が届いたら、支給申請の手続きをお願いし
ます(前年所得の申告がない人には、｢お知らせ｣をお届
けできない場合があります)。
◆	｢お知らせ｣が届く前に窓口へ来られても、手続き
ができません。必ず｢お知らせ｣を待って、申請して
ください。
◆	｢お知らせ｣は診療を受けた月から、はやくても3ヵ
月後となりますので、それまで領収書を無くさない
よう大切に保管しておいてください。
　	高額な医療を受けられた月から３ヵ月以上経過して
も｢お知らせ｣が届かない場合は、市役所まで問い
合わせてください。
◆	平成27年7月までに医療機関で受診した分は、市
役所窓口で別途申請が必要となります。
問合せ＝保険年金課	給付係(内線322･323･341)

国民年金保険料｢10年の後納制度｣
は9月30日まで！

　｢10年の後納制度｣は、過去10年間に納め忘れた国
民年金保険料を納付することができる仕組みです(本
来、国民年金保険料は2年を経過すると時効により納
付することができません)。この制度を利用すれば、将
来の年金額を増やすことができます。
　｢10年の後納制度｣は、平成27年9月30日をもっ
て終了します。終了後、平成27年10月1日から3年
間に限り、過去5年間に納め忘れた国民年金保険料を
納付することができる｢5年の後納制度｣が始まりま
すが、10年の後納制度よりも納付できる期間が短く、
保険料の加算額が高くなります。
　なお、老齢基礎年金を受給している人などは、後納
制度の利用はできません。
◆後納制度を利用するには、申し込みが必要です。
　詳しくは、国民年金保険料専用ダイヤル(☎0570-
011-050)または、お近くの年金事務所へ。
問合せ＝奈良年金事務所(☎0742-35-1370)
　・保険年金課	国民年金係(☎0743-53-1647)

市税納付の夜間窓口を	
開設します

日	時 ＝9月 24日 (木 )･25日 (金 )･	
28日(月)･29日(火)の各日17時15分～ 20時
※裏玄関をご利用ください。
場所･問合せ＝税務課	納税推進係(1階108番窓口)
　(内線273～ 276)

社会保険労務士による無料相談会
(予約不要)

　年金･雇用･労務に関する相談について、社会保険
労務士が応じます(奈良県社会保険労務士会主催)。
※	年金手帳･年金証書や相談に関する資料･メモがあ
ると相談がスムーズに進みます。
日時＝10月3日(土)10時～ 15時30分
場所＝アピタ大和郡山店(田中町)1階
問合せ＝県社会保険労務士会･坂本(☎73-3348)
	 (人権施策推進課)

職業訓練のご案内	
～ハローワークからのお知らせ～

　ハローワークでは、就職支援対策の一環として、職業訓
練(原則受講料無料)の受講あっせんを随時行っています。
　例えば｢事務職で転職したいが、経理やパソコンス
キルが…｣｢介護関係で探しているけれど資格を持っ
ていないし…｣など、転職や再就職に役立てるために
何か資格や知識を身に付けたいと考えている人は、ぜ
ひ、ハローワーク｢訓練相談窓口｣へ相談してくださ
い。事務系･介護系･電気系･機械系など、様々な職業
訓練コースを用意しています。
問合せ＝ハローワーク大和郡山	職業相談部門
　(☎52-4355)		 (地域振興課)

合同就職面接会を開催します	
(参加無料･申込不要)

　奈良労働局・ハローワークでは、技術系･製造系･
事務系の職種を対象とした｢合同就職面接会｣を開催
します。再就職や転職を考えている人は、ぜひ、この
チャンスを活かしてください。
日時＝10月2日(金)12時30分～ 16時
場所＝王寺町地域交流センター (王寺町)
※参加企業数は、約40社を予定。
詳細･問合せ＝ハローワーク大和郡山(☎52-4355)
	 (地域振興課)

く ら し

● 広報　つながり　平成27年9月15日号　No.1102 大和郡山市　広報　つながり  ● 5


